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芦

北

町

あ
し

き
た

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

 
 

芦
北
町
は
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
、
田
浦
町
と
芦
北
町
の
対
等
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
。

人
口
は
一
九
、
三
一
六
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
は
約
二
三
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
。
県
南
部
葦
北
郡
の
大
部
分
を
占
め
、
西
は
不
知
火
海
を
臨
む
。
東
は
球
磨
川
を
境
と
し

球
磨
村
に
、
北
は
八
代
市
、
南
西
は
水
俣
市
及
び
津
奈
木
町
に
接
し
て
い
る
。

 
 

地
勢
的
に
は
、
山
林
・
丘
陵
地
帯
が
多
く
、
山
岳
地
帯
か
ら
球
磨
川
、
佐
敷
川
、
湯
浦
川
、

赤
松
川
、
田
浦
川
な
ど
の
河
川
が
不
知
火
海
に
注
ぎ
、
河
川
沿
い
や
海
岸
線
に
宅
地
・
農
地
が

存
す
る
。
海
岸
地
域
は
リ
ア
ス
式
の
眺
望
に
優
れ
、
県
立
公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

 
 

産
業
は
、
米
作
の
ほ
か
、
甘
夏
み
か
ん
や
デ
コ
ポ
ン
な
ど
の
柑
橘
栽
培
・
畜
産
・
酪
農
・
工

芸
作
物
及
び
花
卉
類
な
ど
を
生
産
す
る
農
業
と
、
用
材
林
や
特
用
樹
林
を
育
成
し
林
産
物
を
生

産
す
る
林
業
、
そ
れ
に
沿
岸
漁
業
を
中
心
と
す
る
水
産
業
が
基
幹
で
あ
る
。
加
え
て
、
石
灰
岩

を
原
料
と
す
る
鉱
工
業
や
繊
維
・
電
子
部
品
な
ど
を
製
造
す
る
工
業
が
あ
る
。

 
 

交
通
面
で
は
町
の
西
部
を
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
肥
薩
お
れ
ん
じ
鉄
道
が
町
を
縦
断
し
、

そ
れ
に
国
道
三
号
が
並
行
し
、
町
の
東
部
の
球
磨
川
沿
い
に
Ｊ
Ｒ
肥
薩
線
が
走
っ
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
一
七
年
二
月
に
は
南
九
州
西
回
り
自
動
車
道
の
田
浦
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
平
成
二

一
年
四
月
に
は
芦
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
供
用
開
始
さ
れ
、
熊
本
方
面
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
機

能
が
向
上
し
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
は
、
万
葉
歌
人
長
田
王
が
「
芦
北
の
野
坂
の
浦
ゆ
船
出
し
て
水
嶋
ゆ
か
む
波
立
つ

な
ゆ
め
」
と
詠
っ
た
県
立
公
園
芦
北
海
岸
内
の
「
野
坂
の
浦
」
肥
薩
国
境
の
守
り
の
要
で
あ
っ

た
国
史
跡
佐
敷
城
跡
、
旧
藩
時
代
の
御
番
所
跡
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
西
南
の
役
の
激
戦
場
で

水
俣
・
芦
北
地
域
の
最
高
峰
で
あ
る
大
関
山
（
九
〇
二
メ
ー
ト
ル
）、
毎
年
四
月
に
例
大
祭
が
行

わ
れ
奉
納
相
撲
が
最
大
の
呼
び
物
と
な
っ
て
い
る
佐
敷
諏
訪
神
社
な
ど
が
あ
る
。

 
 

観
光
面
で
は
、
風
光
明
媚
な
リ
ア
ス
式
海
岸
の
景
観
を
生
か
し
た
御
立
岬
公
園
や
芦
北
海
浜

総
合
公
園
な
ど
が
あ
り
、
海
の
貴
婦
人
と
形
容
さ
れ
る
「
う
た
せ
船
」
が
浮
か
ぶ
不
知
火
海
で

の
海
水
浴
や
釣
り
な
ど
の
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
が
楽
し
め
る
。
ま
た
、
湯
浦
、
鶴
木
山
、
大
野
、

吉
尾
、
御
立
岬
の
温
泉
群
に
も
恵
ま
れ
て
お
り
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
心
身
共
に
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
で
き
る
海
洋
保
養
基
地
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
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二 

町
名
の
由
来 

 

「
芦
北
」
と
い
う
地
名
は
「
日
本
書
紀
」
や
「
和
名
類
聚
抄
」
な
ど
に
記
録
さ
れ
る
な
ど
、

古
代
に
は
中
央
に
良
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
方
が
隼
人
族
の
北
限
居
住
地
域
で

も
あ
り
、
大
和
勢
力
と
の
接
点
で
も
あ
っ
た
た
め
、
古
代
中
央
政
府
の
注
意
を
引
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
景
行
天
皇
の
行
幸
伝
説
や
「
葦
北
の
国
」
と
し
て
国
造
が
派
遣
さ
れ
た
り
、

万
葉
集
の
歌
種
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
中
世
武
将
の
戦
場
舞
台
と
し
て
、
数
々
の
歴
史
を
積

み
重
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
昭
和
三
〇
年
に
佐
敷
・
大
野
・
吉
尾
が
合
併
し
た

の
を
機
に
、
町
名
が
「
葦
北
町
」
と
さ
れ
、
更
に
昭
和
四
五
年
、
湯
浦
町
と
合
併
し
た
お
り
新

町
名
を
「
葦
」
か
ら
略
字
の
「
芦
」
に
か
え
て
芦
北
町
と
変
更
し
た
。 

田
浦
町
・
芦
北
町
の
合
併
協
議
に
お
い
て
は
、
町
名
は
公
募
の
後
、
合
併
協
議
会
に
お
い
て

検
討
さ
れ
た
が
、
右
記
の
よ
う
に
由
緒
あ
る
地
名
で
あ
り
、
こ
れ
に
決
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

 

１ 

合
併
関
係
市
町
村
の
状
況 

     

（
一
）
葦
北
郡
田
浦
町 

明
治
二
二
年
四
月
一
日
、
一
市
六
町
の
合
併
に
よ
り
田
浦
村
が
新
設
さ
れ
、
昭
和
三
二
年

四
月
、
町
制
を
施
行
し
て
田
浦
町
と
な
っ
た
。
不
知
火
海
に
面
す
る
丘
陵
地
帯
で
、
面
積
は

約
三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

（
二
）
葦
北
郡
芦
北
町 

昭
和
三
〇
年
一
月
一
日
、
佐
敷
町
、
大
野
村
、
吉
尾
村
が
合
併
し
て
葦
北
町
と
な
り
、
昭

和
四
五
年
一
一
月
一
日
に
は
、
葦
北
町
と
湯
浦
町
が
合
併
し
て
芦
北
町
と
な
り
、
近
年
に
至

っ
た
。
不
知
火
海
に
臨
む
海
浜
の
眺
望
が
す
ぐ
れ
た
面
積
約
二
〇
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

町
で
あ
る
。 

 

２ 

検
討
の
経
緯 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
、
当
地
域
に
つ
い
て

は
、
①
水
俣
市
、
田
浦
町
、
芦
北
町
、
津
奈
木
町
の
一
市
三
町
、
②
①
か
ら
田
浦
町
を
除
く
一

市
二
町
（
田
浦
町
は
八
代
地
域
と
の
枠
組
み
と
す
る
）
の
二
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
が
、
関
係

市
町
に
お
け
る
初
期
の
検
討
は
概
ね
①
に
沿
っ
て
進
ん
だ
。
こ
の
う
ち
、
田
浦
町
、
芦
北
町
の

二
町
が
、
具
体
的
な
協
議
を
進
め
る
こ
と
で
ま
と
ま
り
、
任
意
協
議
会
、
法
定
協
議
会
で
の
協

議
を
重
ね
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
、
新
「
芦
北
町
」
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。（
第
二
編
「
水

俣
・
芦
北
地
域
」
参
照
） 

 

３ 

合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

（
※
基
本
的
協
議
項
目
及
び
合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目
を
記
載
） 

（
一
）
合
併
の
方
式 

葦
北
郡
田
浦
町
及
び
同
郡
芦
北
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
町
を
設
置
す
る

新
設
合
併
（
対
等
合
併
）
と
す
る
。 

（
二
）
合
併
の
期
日 

 

合
併
の
期
日
は
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
と
す
る
。 

（
三
）
新
町
の
名
称 

 

新
町
の
名
称
は
、
「
芦
北
町
」
と
す
る
。 

（
四
）
新
町
の
事
務
所
の
位
置 

新
町
の
事
務
所
の
位
置
は
、
葦
北
郡
芦
北
町
大
字
芦
北
二
〇
一
五
番
地
と
す
る
。
現
在
の

田
浦
町
役
場
を
基
幹
支
所
と
す
る
。 

（
五
）
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い 

（
１
）
公
有
財
産
（
山
林
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
２
）
山
林
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
な
お
、
関
係
町
が
締

結
し
て
い
る
分
収
林
契
約
に
つ
い
て
も
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
３
）
出
資
に
よ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
４
）
基
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
の
現
有
額
を
持
ち
寄
る
も
の
と
す
る
。 

（
５
）
債
権
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
６
）
債
務
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
７
）
物
品
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
８
）
財
務
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
よ
る
。 

 

田
浦
町 

 
 

 
 
 

芦
北
町 

 

芦
北
町 

 
 

 
 
 

（
平
一
七
・
一
・
一 

新
設
） 
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（
六
）
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

新
町
の
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
九
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

二
二
人
と
す
る
。 

た
だ
し
、
二
町
の
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
一
年
三
ヶ
月
間
、
引
き
続
き
新
町
の
議
会
の
議
員
と
し

て
在
任
す
る
。 

（
七
）
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

（
１
）
新
町
の
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を
置

き
、
二
町
農
業
委
員
会
の
選
挙
で
選
任
さ
れ
た
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併
の

特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
一
七
年
七
月
一
九

日
ま
で
引
続
き
在
任
す
る
。 

（
２
）
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
二
〇
人
と
し
、
選
挙
区
は
設
け
な
い
も

の
と
す
る
。 

（
３
）
農
業
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
よ
る
。 

（
八
）
地
方
税
の
取
扱
い 

（
１
）
地
方
税
に
つ
い
て
、
二
町
で
差
異
の
な
い
税
制
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。 

（
２
）
二
町
で
差
異
の
あ
る
税
制
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

ア 

個
人
町
民
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
及
び
市
町
村
税
条
例
準
則
に
定
め
る

納
期
に
よ
る
。
減
免
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
よ
る
。 

イ 

法
人
町
民
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
よ
る
。 

ウ 

固
定
資
産
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
及
び
市
町
村
税
条
例
準
則
に
定
め
る

納
期
に
よ
る
。
減
免
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
次
の
項
目
を
追
加
し
た
も
の
と
す

る
。 

・
そ
の
他
町
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
固
定
資
産 

エ 

軽
自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
一
日
か
ら
同
月
三
〇
日
ま
で
と
す
る
。 

オ 

入
湯
税
の
課
税
免
除
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
次
の
項
目
を
追
加
し
た
も
の
と

す
る
。
税
率
に
つ
い
て
は
、
芦
北
町
の
例
に
よ
る
。 

・
学
校
教
育
上
の
見
地
か
ら
行
わ
れ
る
行
事
の
場
合
に
入
湯
す
る
者 

・
町
が
発
行
し
た
無
料
入
浴
券
に
よ
り
入
湯
す
る
者 

（
九
）
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

（
１
）
一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
に
よ
り
、
す
べ

て
新
町
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
２
）
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の

適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
３
）
職
員
の
職
の
設
置
及
び
職
名
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
観
点
か

ら
、
新
町
に
お
い
て
統
一
す
る
。 

（
４
）
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
適
正
化
の
観
点
か
ら
そ
の
基
準
を
統
一
す
る
。
現
職
員

に
つ
い
て
は
、
現
給
を
保
障
し
、
新
町
に
お
い
て
給
料
の
格
差
是
正
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
一
〇
）
地
域
審
議
会
の
取
扱
い 

 

地
域
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
設
置
し
な
い
。 

 

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長 

                 

 

芦
北
町 

田
浦
町 

町
村
名 

竹
﨑 

一
成 

竹
浦 

裕
道 

 
 
 

長 

本
村 

等 

宮
本 

健
一 

 

助 

役 

瀧
山 

安
雄 

黒
田 

嘉
明 

 

収
入
役 

藤
井 

公
明 

大
丸 

清
光 

 

議 

長 

水
口 

宣
之 

寺
本 

修
一 

 

副
議
長 
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５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
の
現
況
表

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

【
旧
葦
北
郡
芦
北
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

 
 

県
の
合
併
試
案
と
し
て
佐
敷
町
、
大
野
村
、
吉
尾
村
、
湯
浦
町
、
田
浦
村
五
か
町
村
合
併
が

発
表
さ
れ
た
。
当
時
の
村
長
は
町
村
合
併
に
賛
成
で
、
村
民
に
合
併
の
気
運
を
盛
り
上
げ
る
た

め
自
ら
全
村
内
を
説
明
し
て
回
っ
た
が
、
村
民
に
は
合
併
に
反
対
す
る
者
が
多
く
、
議
会
に
お

い
て
も
審
議
す
る
段
階
に
至
ら
な
か
っ
た
。
本
村
は
、
当
時
人
口
お
よ
そ
一
〇
、
〇
〇
〇
を
有

し
、
県
下
屈
指
の
大
村
で
あ
る
一
方
、
南
北
を
赤
松
太
郎
峠
、
佐
敷
太
郎
峠
に
よ
っ
て
他
町
村

か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
た
の
で
、
合
併
の
気
運
も
一
向
に
盛
り
上
が
ら
な
か
っ
た
。
昭
和
三
一
年

（
一
九
五
六
）
九
月
、
県
は
、
当
初
の
合
併
計
画
を
変
更
し
て
田
浦
村
を
単
独
村
と
し
て
残
す

こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
三
年
四
月
一
日
に
、
町
制
を
施
行
し
田
浦
町
と
な
っ
た

 
 

本
村
は
、
惣
庄
屋
檜
前
氏
の
居
住
地
で
あ
り
、
田
浦
手
永
と
し
て
田
浦
、
二
見
、
日
奈
久

、百
済
木
、
吉
尾
を
統
轄
す
る
政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
、
大
小

区制
の
改
正
に
よ
り
、
浜
村
町
、
田
浦
村
、
波
多
島
村
、
大
崎
村
、
横
居
木
村
、
宮
浦
村
、
海

浦
村
、
小
田
浦
村
は
第
一
三
大
区
第
六
小
区
に
井
牟
田
村
は
第
五
小
区
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ

れ
、
そ
の
後
、
浜
村
町
と
大
崎
村
が
合
併
し
て
浜
浦
町
に
、
小
田
浦
村
と
宮
浦
村
が
合
併
し

て
小
田
浦
村
に
な
り
、
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
た
際
、
こ
の
七
か
町
村
で
一

行
政
区
域
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
浜
浦
町
は
田
浦
町
と
改
称
し
た
が
、
一
七
年
に
も
行
政
区
域

【
旧
葦
北
郡
田
浦
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
㎢
）

（
戸
）

計 計中

学

校

高

等

学

校

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

二
二
、
三
九
八

七
、
六
三
四

二
三
三
・
四
八

一
、
八
六
五

三
、
四
四
一

五
、
〇
七
九

一
〇
、
三
八
五五一

一
一
、
二
五
五

一
、
四
〇
一

三
、
三
二
〇

二
五
、
六
九
二

四
三
、
八
三
三

七
二
、
八
四
五

五
、
四
六
六

一
、
八
一
〇

三
二
・
七
六

八
〇
六

七
二
二

一
、
〇
七
二

二
、
六
〇
〇一〇

三
二
五

三
、
四
八
〇

九
一
三

八
、
一
六
七

九
、
三
二
〇

一
八
、
四
〇
〇

一
六
、
九
三
二

五
、
八
二
四

二
〇
〇
・
七
二

二
、
七
一
九

一
、
〇
五
九

四
、
〇
〇
七

七
、
七
八
五四一

七
、
七
七
五

二
、
四
〇
七

一
、
〇
七
六

一
七
、
五
二
五

三
四
、
五
一
三

五
四
、
四
四
五

中
学
校
以

上
の
学
校

合

併

関

係

町

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業
（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

生
産
額

芦

北

町

田

浦

町

芦

北

町

田

浦

町

田

浦

村

小

田

浦

村

海

浦

町

横

居

木

村

波

多

島

村

井

牟

田

村

田

浦

村

田

浦

町

田

浦

町

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
昭
三
二
・
四
・
一

町
制
施
行
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

佐

敷

町

大

野

村

吉

尾

村

葦

北

町

湯

浦

町

芦

北

町

湯
浦
町
大
字
丸
山
の
一
部

（
昭
三
五
・
四
・
一
境
界
変
更
）

（
昭
四
五
・
一
一
・
一
新
設
）

（
昭
三
〇
・
一
・
一
新
設
）



―1222―

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

佐
敷
町

（
二
） 

 

大
野
村

 
 

佐
敷
は
、
も
と
挿
木
、
佐
色
、
狭
布
、
佐
職
な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
延
喜
時
代
は
佐

色
と
、
そ
の
後
は
佐
敷
郷
、
佐
敷
の
荘
と
称
し
、
旧
藩
時
代
に
は
佐
敷
手
永
に
含
ま
れ
て
い

た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
で
は
、
第
十
三
大
区
に
属
し
、
立
川
村
は
第
六

小
区
、
田
川
村
は
第
八
小
区
、
そ
の
他
の
各
町
村
は
天
月
、
白
木
、
塩
浸
、
白
石
の
各
村
と

と
も
に
第
七
小
区
と
な
っ
た
が
、
十
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
田
川
村
を
除
く
全
町

村
が
同
一
行
政
区
域
に
入
っ
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
際
し
、
同
一
戸
長
役
場
に
入
っ

て
い
た
佐
敷
町
な
ど
一
四
か
町
村
に
田
川
村
を
加
え
て
佐
敷
村
が
発
足
し
、
三
六
年
一
一
月

一
八
日
、
町
制
を
施
行
し
た
。

 
 

江
戸
初
期
に
は
、
こ
の
地
域
は
、
大
野
手
永
と
し
て
独
立
し
た
一
手
永
で
あ
っ
た
が
、
寛

文
四
年
（
十
六
六
四
）
吉
尾
村
を
田
浦
手
永
に
入
れ
、
同
一
三
年
、
大
野
手
永
を
廃
し
て
、

大
尼
田
、
市
野
瀬
、
漆
川
内
、
告
、
才
木
五
か
村
を
佐
敷
手
永
に
、
上
久
野
川
、
大
野
、
桑

沢
見
三
か
村
を
湯
浦
手
永
に
編
入
し
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
第
一
三
大
区
に
属
し
、

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

鶴

木

山

村

計

石

村

白

岩

村

道

川

内

村

乙

千

屋

村

伏

木

氏

村

佐

敷

町

花

岡

村

田

川

村

桑

原

村

八

幡

村

宮

浦

村

松

生

村

大

尼

田

村

立

川

村

塩

浸

村

白

木

村

天

月

村

白

石

村

告

村

市

野

瀬

村

大

野

村

国

見

村

佐

敷

村

大

野

村

佐

敷

町

佐

敷

町

大

野

町

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
三
六
・
一
一
・
一
八

町
制
施
行
）

（
明
二
六
・
一
〇
・
一
八

町
制
施
行
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

大

岩

村

黒

岩

村

上

原

村

海

路

村

箙

瀬

村

吉

雄

村

湯

浦

村

女

島

村

宮

崎

村

豊

岡

村

米

田

村

丸

山

村

大

川

内

村

高

岡

村

古

石

村

古

尾

村

古

尾

村

湯

浦

村

湯

浦

町

湯

浦

町
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白
木
、
塩
浸
、
天
月
、
白
石
の
四
か
村
は
第
七
小
区
に
、
大
野
、
告
、
市
野
瀬
、
国
見
の
四

か
村
は
第
八
小
区
に
編
入
さ
れ
た
が
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
の
際
、
こ
の
八

か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
い
大
野
村
と
な
っ
た
。 

（
三
） 

吉
尾
村 

最
初
、
大
野
手
永
に
属
し
、
明
治
維
新
前
は
田
浦
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
後
は
、
第
一
三
大
区
第
六
小
区
に
入
り
、
田
浦
村
に
戸
長
詰
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
に
よ
り
大
岩
、
黒
岩
、
上
原
、
海
路
、
吉
尾
、
箙
瀬
の
六

か
村
が
一
行
政
区
域
と
さ
れ
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
こ
の
六
か
村
が
合
併
し
て

吉
尾
村
と
し
て
発
足
し
た
。 

（
四
） 

湯
浦
町 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
湯
浦
郷
を
数
区
に
分
け
、
こ
れ
に
里
正
を
置
い
た
が
七
年
の
大

小
区
制
の
改
正
に
よ
り
第
一
三
大
区
第
八
小
区
に
属
し
、
湯
浦
村
に
戸
長
が
置
か
れ
た
。
七

年
か
ら
九
年
に
か
け
て
村
々
の
合
併
が
進
み
、
三
一
村
が
九
村
に
ま
と
ま
り
一
二
年
の
郡
区

町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
丸
山
、
米
田
、
豊
岡
、
高
岡
、
古
石
、
大
川
内
の
六
か
村
と
田

川
、
宮
崎
、
湯
浦
、
女
島
、
津
奈
木
、
千
代
、
福
浜
、
岩
城
、
小
津
奈
木
、
初
野
、
大
迫
の

一
一
か
村
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
と
な
っ
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
が
、
一
七
年
に
女
島
、

湯
浦
、
豊
岡
、
高
岡
、
宮
崎
、
大
川
内
、
丸
山
、
古
石
、
米
田
に
、
後
に
佐
敷
村
に
属
す
る

こ
と
と
な
っ
た
田
川
を
加
え
た
一
〇
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
二
年
に
田

川
村
を
除
く
九
か
村
が
合
併
し
て
湯
浦
村
と
な
り
、
昭
和
二
六
年
一
〇
月
町
制
を
施
行
し
た
。

 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

（
一
） 

佐
敷
町
・
大
野
村
・
吉
尾
村
の
合
併 

葦
北
部
の
佐
敷
町
な
ど
一
〇
か
町
村
は
、
住
民
の
生
活
環
境
、
慣
習
等
の
類
似
性
あ
る
い
は

産
業
、
経
済
、
教
育
、
文
化
等
の
関
連
性
か
ら
次
の
三
地
区
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な

わ
ち
北
部
の
日
奈
久
町
、
二
見
村
、
百
済
木
村
の
三
か
町
村
地
域
、
中
央
の
田
浦
村
、
佐
敷
町
、

湯
浦
町
、
大
野
村
、
吉
尾
村
の
五
か
町
村
地
域
、
南
部
の
津
奈
木
、
久
木
野
両
村
を
水
俣
市
に

含
め
た
地
域
で
あ
る
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
県
の
合
併
試
案
で

も
田
浦
、
湯
浦
、
佐
敷
、
大
野
、
吉
尾
の
五
か
町
村
合
併
が
示
さ
れ
た
。 

こ
の
合
併
試
案
に
よ
り
、
翌
二
九
年
当
初
か
ら
中
部
五
か
町
村
合
併
の
協
議
が
行
な
わ
れ
た

が
、
湯
浦
町
は
町
内
事
情
に
よ
り
一
応
合
併
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
残
り
四
か
町
村

は
任
意
の
協
議
会
を
開
い
て
、
合
併
に
関
す
る
研
究
を
進
め
、
資
料
作
成
に
着
手
し
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
田
浦
村
も
、
住
民
が
村
当
局
の
意
思
に
賛
成
し
な
い
た
め
合
併
を
見
合
わ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
残
る
三
か
町
村
で
は
合
併
に
対
す
る
反
対
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

た
だ
、
大
野
村
に
お
い
て
は
、
当
初
合
併
に
対
し
て
住
民
が
賛
否
両
論
に
分
か
れ
、
現
状
維
持

を
主
張
す
る
者
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
が
、
啓
発
の
結
果
全
面
的
に
賛
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
か
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
住
民
に
対
し
て
部
落
懇
談
会
等
を
通
じ
て
啓
発
が
続
け
ら

れ
た
結
果
、
合
併
は
い
よ
い
よ
具
体
化
し
た
の
で
、
一
一
月
二
二
日
に
町
村
合
併
協
議
会
を
設

置
し
、
最
終
的
な
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
協
議
会
は
、
合
併
に
よ
り
行
財
政
力
が
当
然
増
大
し
、

将
来
必
ず
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
地
方
自
治
の
伸
長
発
展
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
も
の
と
の

確
信
を
得
て
三
か
町
村
合
併
を
決
定
し
た
。 

（
二
） 

葦
北
町
・
湯
浦
町
の
合
併 

葦
北
町
は
面
積
一
三
七
・
四
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
ロ
一
五
、
六
五
一
人
、
昭
和
三
〇

年
一
月
一
日
旧
佐
敷
町
・
大
野
村
・
吉
尾
村
の
三
か
町
村
が
合
併
し
て
発
足
し
た
町
で
あ
る
。 

一
方
湯
浦
町
の
面
積
は
六
四
・
〇
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
七
、
九
八
〇
人
で
合
併
に

よ
っ
て
新
町
の
面
積
及
び
人
口
は
共
に
県
内
町
村
と
し
て
は
、
最
も
理
想
的
な
行
政
規
模
と
な

る
。
古
来
、
両
町
は
人
情
風
俗
を
同
じ
く
し
、
地
理
的
に
も
産
業
、
経
済
、
教
育
、
文
化
等
に

も
同
じ
生
活
基
盤
の
上
に
た
ち
常
に
一
体
と
な
っ
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
に
お

け
る
目
覚
ま
し
い
交
通
、
通
信
網
の
発
達
は
両
町
の
時
間
的
距
離
を
ま
す
ま
す
短
縮
し
、
住
民

の
自
治
意
識
の
高
揚
と
相
ま
っ
て
、
行
政
上
に
お
け
る
有
機
的
結
合
が
強
く
要
請
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
、
両
町
合
併
に
よ
っ
て
一
体
性
を
確
立
し
、
自
治
行
政
の
合
理
的
運
営
に
よ
っ

て
、
行
政
水
準
の
向
上
を
は
か
り
、
も
っ
て
地
域
住
民
の
福
利
増
進
に
努
め
る
た
め
、
両
町
協

議
の
う
え
合
併
に
至
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

佐
敷
町
・
大
野
村
・
吉
尾
村
の
合
併 

（
一
） 

合
併
形
式 

 

佐
敷
町
、
大
野
村
、
吉
尾
村
を
合
体
合
併
す
る
。 

（
二
） 
合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
一
月
一
日 

（
三
） 
新
町
名 

 

町
名
は
「
葦
北
町
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
お
よ
び
出
張
所 

１ 

役
場
は
、
現
佐
敷
町
役
場
庁
舎
を
充
て
る
。 
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大
野
出
張
所
、
吉
尾
出
張
所
の
二
つ
の
出
張
所
を
置
き
、
大
野
出
張
所
は
大
野
村
役

場
庁
舎
を
、
吉
尾
出
張
所
は
、
吉
尾
村
役
場
庁
舎
を
充
て
る
。

 
 

促
進
法
第
九
条
の
二
を
適
用
し
、
町
村
合
併
の
際
に
関
係
町
村
の
教
育
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
が
四
人
を
互
選
し
、昭
和
三
〇
年
一
二
月
三
一
日
迄
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

促
進
法
第
九
条
の
三
を
適
用
し
、
町
村
合
併
の
際
に
関
係
町
村
の
農
業
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
が
一
五
人
を
互
選
し
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と

す
る
。

 
 

合
併
に
よ
り
退
職
す
る
一
般
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
の
例

に
よ
り
、
普
通
退
職
手
当
の
額
に
次
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も

の
と
し
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
を
申
し
で
た
者
の
退
職
金
は
、
各
町

村
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

佐
敷
町
、
大
野
村
、
吉
尾
村
の
町
村
有
財
産
お
よ
び
負
債
は
、
す
べ
て
新
町
が
継
承
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
町
村
有
林
で
別
添
付
表
（
省
略
）
の
と
お
り
分
収
率
の
あ
る

も
の
は
、
新
町
に
そ
の
ま
ま
の
条
件
で
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
 
 

３ 
 

出
張
所
に
お
い
て
、
次
の
事
務
を
行
な
う
。

 
 
 
 

ア 
 

戸
籍
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

イ 
 

住
民
登
録
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

ウ 
 

配
給
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

工 
 

町
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

オ 
 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

カ 
 

勧
業
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

キ 
 

地
積
に
関
す
る
事
務

（
五
） 

 

助
役
の
定
数 

 
 
 

一
人
と
す
る
。

（
六
） 

 

議
会
の
議
員

 
 

１ 
 

議
員
の
定
数 

 
 
 

地
方
自
治
法
第
九
一
条
に
よ
り
定
数
二
六
人
と
す
る
。

 
 

２ 
 

議
員
の
選
挙
区

（
七
） 

 

教
育
委
員
会
の
委
員

（
八
） 

 

農
業
委
員
会
の
委
員

（
九
） 

 

職
員
の
身
分
取
扱
い

 
 

１ 
 

三
役
お
よ
び
教
育
長
を
除
き
、
全
員
を
引
き
継
ぐ
。

 
 

２ 
 

職
員
の
勤
続
年
数
は
、
継
承
す
る
よ
う
措
置
す
る
。

３

 
 
 
 

ア 
 

昭
和
二
九
年
一
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
二
〇
〇

 
 
 
 

イ 
 

昭
和
三
〇
年
三
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
一
八
○

 
 
 
 

ウ 
 

昭
和
三
〇
年
六
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

 
 
 
 

エ 
 

昭
和
三
〇
年
一
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
一
三
〇

 
 
 
 

オ 
 

特
別
職
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
慮
す
る
が
、
原
則
と
し
て
各
町
村
に
お
い
て
支
給
す
る
。

（
一
〇
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債

二
八
人
（
各
町
村
の
区
域
の
分
団
を
そ
の
ま
ま
と
し
、
佐
敷
町
宮

浦
に
一
分
団
新
設
す
る
。
）

２ 
 

消
防
の
組
織

（
一
一
） 

 

消
防

 
 

１ 
 

消
防
団
は
、
統
合
の
う
え
次
の
編
成
を
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

団

長 
 
 
 

一
人

 
 
 
 
 
 
 
 

副 

団 

長 
 
 
 

三
人
（
各
地
区
よ
り
一
人
ず
つ
と
し
支
団
長
を
兼
務
す
る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 

支 

団 

長 
 
 
 

副
団
長
兼
務 

 
 
 

副
支
団
長 

 
 
 

三
人

 
 
 
 
 
 
 
 

分 

団 

長

選

挙

区

名

第

一

選

挙

区

第

二

選

挙

区

第

三

選

挙

区

一
三
人

七
人

六
人

佐
敷
町
全
域

大
野
村
全
域

吉
尾
村
全
域

選
挙
す
べ
き
人
員

区

域

消
防
長

副
団
長

団
長

支
団
長

副
支
団
長

支
団
長

副
支
団
長

支
団
長

副
支
団
長

自
第

一

分
団

自
第

一

分
団

自
第

一

分
団

至
第

六

分
団

至
第

一
二
分
団

至
第

一
〇
分
団

婦
人
消
防
二
分
団

（
佐
敷
地
区
）

（
大
野
地
区
）

（
吉
尾
地
区
）

｛｛｛



 －8－

（
一
二
） 

青
年
団
の
統
合 

 

将
来
統
合
す
る
よ
う
、
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

（
一
三
） 

婦
人
会
の
統
合 

 

将
来
統
合
す
る
よ
う
、
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

（
一
四
）
国
民
健
康
保
険
組
合
の
統
合 

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
促
進
法
第
一
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
野
村
、
吉

尾
村
の
区
域
内
に
引
き
続
き
実
施
し
、
漸
次
全
町
区
域
に
実
施
す
る
よ
う
措
置
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
一
五
） 

町
税
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
）
は
、
促
進
法
第
一
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
二
九
年
度
に
限
り
関
係
町
村
の
条
例
を
適
用
し
、
そ
の
課
税
率
に
よ
り
賦
課
徴
収
す

る
。 

（
一
六
） 

新
町
の
大
字
お
よ
び
小
字
名
は
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
） 

葦
北
町
・
湯
浦
町
の
合
併 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

葦
北
町
、
湯
浦
町
を
合
体
合
併
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
四
五
年
一
一
月
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 

芦
北
町 

（
四
） 

新
町
役
場
の
位
置
お
よ
び
機
構 

１ 

役
場
は
当
分
の
間
葦
北
町
役
場
に
置
き
、
将
来
新
町
至
便
の
地
に
新
町
庁
舎
を
建
設

す
る
。 

２ 

助
役
の
定
数
は
一
人
と
す
る
。 

３ 

町
長
部
局
に
企
画
課
、
総
務
課
、
税
務
課
、
町
民
課
、
保
健
課
、
農
林
水
産
課
、
商

工
観
光
課
、
建
設
課
を
置
き
各
課
に
課
長
お
よ
び
必
要
な
職
員
を
配
置
す
る
。 

４ 

議
会
、
教
育
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
を
置
き
選
挙
管
理
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、

そ
の
他
の
機
関
お
よ
び
施
設
に
必
要
な
職
員
を
配
置
す
る
。 

（
五
） 

出
張
所
の
設
置 

１ 

湯
浦
町
役
場
の
位
置
に
湯
浦
出
張
所
を
置
き
、
必
要
な
職
員
を
配
置
す
る
。 

２ 

大
野
お
よ
び
吉
尾
出
張
所
は
存
置
し
、
所
掌
事
務
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
。 

３ 

出
張
所
の
管
轄
区
域
は
現
在
の
管
轄
区
域
と
す
る
。 

４ 

湯
浦
出
張
所
の
所
掌
事
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

戸
籍
に
関
す
る
事
務 

ロ 

住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
事
務 

ハ 

主
食
の
配
給
に
関
す
る
事
務 

二 

町
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務 

ホ 

印
鑑
に
関
す
る
事
務 

へ 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務 

ト 

埋
火
葬
に
関
す
る
事
務 

チ 

外
国
人
登
録
に
関
す
る
事
務 

リ 

犯
罪
人
名
簿
に
関
す
る
事
務 

ヌ 

年
金
の
受
付
に
関
す
る
事
務 

ル 

そ
の
他
軽
易
な
事
務
連
絡
に
関
す
る
事
務 

（
六
） 

議
会
議
員 

１ 

任
期 

議
会
議
員
の
任
期
は
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
（
議
会

議
員
の
在
任
に
関
す
る
特
例
）
を
適
用
し
、
引
き
続
き
新
町
の
議
会
の
議
員
と
し
て
昭

和
四
六
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

定
数 

 

新
町
議
会
議
員
の
定
数
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
二
六
名
と
す
る
。 

３ 

議
会
議
員
の
選
挙
区 

 

選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
七
） 

農
業
委
員
会 

１ 

委
員
会
の
数 

 

農
業
委
員
会
は
一
つ
と
す
る
。 

２ 

委
員
の
任
期 

選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
の
任
期
は
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の

規
定
（
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
等
に
関
す
る
特
例
）
を
適
用
し
、
引
続
き
新
町
の

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
、
昭
和
四
六
年
七
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

委
員
の
定
数 

新
町
の
選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
一
八
名

と
す
る
。 

４ 

委
員
の
選
挙
区 

選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
八
） 
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
際
一
般
職

の
職
員
は
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
、
勤
務
年
数
も
こ
れ
を
継
承
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新
町
条
例
は
当
分
の
間
原
則
と
し
て
葦
北
町
条
例
お
よ
び
湯
浦
町
条
例
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
、
同
一
条
例
に
つ
い
て
は
葦
北
町
条
例
を
適
用
す
る
。

 
 

消
防
団
は
統
合
し
、
消
防
団
の
組
織
構
成
に
つ
い
て
は
再
編
合
理
化
を
は
か
る
も
の
と

す
る
。

 
 

統
合
新
町
の
速
や
か
な
一
本
化
を
は
か
る
た
め
、
農
業
団
体
お
よ
び
各
種
団
体
の
整
備

統
合
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

新
町
の
長
の
職
務
執
行
者
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
葦

北
町
長
を
職
務
執
行
者
と
す
る
。

 
 

す
る
も
の
と
す
る
。

（
九
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債
の
帰
属
処
分

 
 
 
 

葦
北
町
、
湯
浦
町
の
所
有
す
る
財
産
お
よ
び
負
債
は
芦
北
町
に
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 
新
町
条
例

（
一
一
） 

 

町
税
の
不
均
一
課
税 

 
 
 

町
税
の
不
均
一
課
税
は
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
一
二
） 

 

消
防
団
の
統
合

（
一
三
） 

 

農
業
団
体
お
よ
び
そ
の
他
各
種
団
体
の
整
備

（
一
四
） 

 

新
町
の
長
の
職
務
執
行
者

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

（
一
） 

 

佐
敷
町
・
大
野
村
・
吉
尾
村
の
合
併

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

村

名

佐
敷
町

大
野
村

吉
尾
村

葦
北
町

湯
浦
町

山
本

岩
男

川
口

弥
一

兼
丸

哲
平

吉
田
富
士
夫

佐
藤

秋
男

溝
部

四
朗

吉
田

正
美

吉
尾

建
男

　
　
　
　

―

福
山

敏

松
下

倉
喜

緒
方

二
義

浜
田

均

加
藤

義
範

　
　
　
　

―

本
山

大
蔵

添
山

武
丸

和
田

二
男

井
上

棟
樹

竹
本

康

葉
玉
次
郎
吉

白
坂

伝
七

熊
部
十
代
継

中
山

正
人

内
田

正
弥

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

人人人人
人

人
戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

二
〇

一
三
、
七
五
一

五
、
五
七
八

八
、
一
七
二

五
、
五
七
八

二
、
七
九
四

二
、
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